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弁護士法人たくみ法律事務所ニュースレター『匠への道』 

天神バスセンター 徒歩5分 
西鉄福岡駅（天神） 徒歩5分 

地下鉄七隈線 天神南駅 徒歩3分 ・ 渡辺通駅 2分 
都市高速天神北ＩＣより車で5分 

代表弁護士の宮田卓弥です。 
 

「ニュースレター第32号」を送付させていただきます。 

ニュースレター第32号  －発送のご挨拶－ 

 晩夏の候、皆様におかれましては、益々ご健勝のことと
お慶び申し上げます。 

 

 今年の夏は各地で猛暑日や真夏日となり、寝苦しい夜が
多かったと感じております。冷房の当たり過ぎ等で体調を
崩さぬよう、健やかに日々をお過ごし下さいませ。 

 

 未筆ながら、皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします。 
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ピックアップＬＡＷ ＮＥＷＳ   
「中小企業等経営強化法案について」 

 平成28年7月1日から「中小企業等経営強化法」というものが施行されました。 

 その名から分かるように、この法律は一定の規模以下の中小企業の経営力向上を図ることを目的とし

て作られたものです。 

（１）従前  

 中小企業の経営を支援する法律には従来、「中小企業新規事業活動 

促進法」というものがありました。 

 これは、新商品の開発など中小企業の新たな事業活動を促進するた 

めのもので、特定の要件を満たす企業が新規事業についての経営革新 

計画申請をすると、低金利での融資等が受けられるようになるものです。 

（２）改正点 

 今回、新規事業だけではなく、中小企業の生産性を向上させて、企業の収益力向上を図る目的で、中小

企業経営強化法が設けられました。 

  今回の法案では、生産性の向上に役立つ機械装置の取得をする際の固定資産税の減税や金融支援

が設けられることになりました。                           次のページに続きます▶▶ 

1.紹介 



天神バスセンター 徒歩5分 
西鉄福岡駅（天神） 徒歩5分 

地下鉄七隈線 天神南駅 徒歩3分 ・ 渡辺通駅 2分 
都市高速天神北ＩＣより車で5分 

□ 交通事故を専門に取り扱っている。 □弁護士が親身になってくれそうだった。 

□ 解決実績の数が多い、または内容が良かった。 □周囲の評判が良かった。 

□ 予約電話の際の、スタッフの対応が良かった。 □来所の際、交通アクセス・場所が良かった。 

□他の弁護士事務所に相談したが、納得できなかった。 

□スピーディに対応してくれそうだった。 

□当事務所のホームページを見て。(特に印象に残った箇所をお聞かせ下さい。) 

2-1.弁護士には、納得行くまでお話を聞けましたか？ 

大変満足している 

●ご満足頂けなかった事について、良ければ具体的にお聞かせ下さい。● 

2-2.ご依頼いただきました案件の結果は、ご満足いただけるものでしたか？ 

大変満足している 

●ご満足頂けなかった事について、良ければ具体的にお聞かせ下さい。● 

2-3.来所された際や電話応対時の、スタッフの対応はいかがでしたか？ 

大変満足している 

●ご満足頂けなかった事について、良ければ具体的にお聞かせ下さい。● 

たくみ法律事務所 お客様アンケート 

1 2 3 4 5 6 

1.当事務所へのご相談のきっかけや、理由を教えて下さい。 当てはまる項目にチェック ? をご記入下 

さい。(当てはまる項目があれば、複数でも ? のご記入をお願い致します。) 

2.当事務所での、ご相談時の満足度についてのお尋ねいたします。 

   ※10段階評価で該当する数字に○をつけてご回答下さい。 
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 大変お手数とは存じますが、何卒ご協力いただきますようお願い致します。 

 ご相談の際に、「聞いていいかどうか迷っている。」「その場で聞きにくかった。」等、 

お客様のお声をお聞かせいただけたら幸いです。 

お客様相談室 
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不満がある 

1 2 3 4 5 6 

不満がある 

7 8 

 この度は、たくみ法律事務所にご相談いただきまして、誠にありがとうございます。 

 当事務所では、ご相談いただきましたお客様のお気持ちに寄り添うべく、接客力・サービス 

力の向上の為にアンケートを実施させていただいております。 

7 8 9 

10 

不満がある 

3.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入下さい。 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ご協力いただき有難うございました。 

たくみ法律事務所は、お客様のお声をもとに、これからも技術力とサービス力向上に努めてまいります。 

ピックアップＬＡＷ ＮＥＷＳ 続き 

  
 この法律によるメリットを受けるには、経営力向上計画の申請書というものを書く必要があり、この申請

書を書く際に参考となるのが事業分野別指針というものです。 

 事業分野別指針というのは、各業種の現状がどのようなものか、経営力を上げるためにどのようなこと

を実施するべきか等について詳しく言及されており、これを基に経営力向上計画を作成します。 

 

 事業分野別指針は製造業、外食・中食業、旅館業、医療業、保育業、介護業、障害福祉業、貨物自動

車運送業、船舶業、自動車製造業に分かれており、これらに該当しない業種でも基本方針と言うものを基

に申請することができます。 

 この経営力向上計画を作成して申請して認定されると、固定資産税の軽減措置・金融措置を受けること

ができるようになります。 

固定資産税の軽減措置では、新しい160万円以上の機械や装置を導入する際に、3年間固定資産税が2

分の1になります。 

 金融措置では、商工中金による低金利融資や信用保証協会による信用保証の枠が拡大され融資を受

けやすくなるなどの様々なメリットが得られます。 

 新しい機械装置を導入するという方はもちろん、経済産業省が作成した各業種の生産性を高める方法

をまとめている事業分野別指針について目を通してみると、経営力を上げるためのヒントが見つかるかも

しれません。  

    

2.具体的な内容 

ロングセラーDVDとして紹介されました！ 

 代表弁護士宮田が講師を務めた弁護士向けのセミナー

DVD『交通事故弁護士が伝授する相談・受任・解決の技術』

が発売後2年半が経過した現在でも人気のあるロングセラー

DVDとして紹介されました！ 

 本DVDによって、より多くの弁護士が交通事故に対して専

門的なノウハウを身に着け、少しでも多くの交通事故被害者

が救済される一助になればと思います。 

 今後も、更なる経験・知識を得て、交通事故の被害者救済

の為に尽力してまいります。 

  

編 集 後 記 
皆様、お盆が明けていかがお過ごしでしょうか？ちなみに、当事務所では、今月合宿を行いました！！ 
次回のニュースレターで紹介したいと思いますので、ご期待下さい。 
                                                             （編集 北原） 


